
【速報版：令和３年１０月１８日現在】

１　最高裁昭和２３年３月１２日大法廷判決・刑集２巻３号１９１頁
刑集 実際の判決書
現代國家は一般に統治權の 現代國家は一般に，統治権の

辯護人の主張するように果して 辯護人の主張するように，果して

同時に同條においては，公共の
同時に同條においては，公共の福
祉に反しない限りという嚴格な枠
をはめているから，もし公共の福
祉という

すなわち憲法は現代 すなわち憲法は，現代
母ヤ妹ガ 母ヤ妹カ
被告人ガ眞面目ニ働カズ 被告人カ眞面目ニ働カス
被告人ニアルコトデ 被告人ニアルコトテ
答ヘズとの記載 答ヘストノ記載

非ズヤトノ懸念ヲ生ゼシムル 非スヤトノ懸念ヲ生セシムル

鑑定人の鑑定に附するか 鑑定人の鑑定に附すか
阻却すべき事由たる 阻却すべき原由たる
なお上告趣意 なお，上告趣意

免がれない 免かれない

ちがつて來る。例へば ちがつて来る，例へば
奪つてしまうものだから 奪つてしまうものたから
使う人もある。（假りに 使う人もある，（假りに
云えばそうも云えるであろう。
（假りに

云えばそうも云えるであろう（假り
に

きりがない。 きりがない，
云うことである。（我々の 云うことである，（我々の
重要である。私は 重要である私は
求めなければならないと思う。そ
こで

求めなければならないと思う，そこ
で
公共の福祉に反しない限り，立法

規定して居る。 規定して居る，
見なければならない。 見なければならない，
妥當である。（卽ち 妥当である，（即ち
居るのだと說く。 居るのだと説く，
外思えない。 外思えない，
ある。蓋同條に ある，盖同條に
形式的理論解釋である。 形式的理論解釈である，
推察する。 推察する，
思はない。 思はない，
勿論だから，若し 勿論だから若し
選擇しないであろう。 選擇しないであろう，

※頁数等については現在準備中です。



【速報版：令和３年１０月１８日現在】

２　最高裁昭和３０年４月６日大法廷判決・刑集９巻４号６６３頁
刑集 実際の判決書
所論の摘示する聴取書 所論の摘示する検事の聴取書
被告人が判示の時刻項に 被告人が判示の時刻頃に
刑罰としての死刑は，執行方法
が

刑罰としての死刑は，その執行方
法が

弁護人の選任を告知しなかつた
こと

弁護人選任の告知をしなかつたこ
と

立ち合わせなくても 立ち会わせなくても

※頁数等については現在準備中です。



【速報版：令和３年１０月１８日現在】

３　最高裁昭和３２年３月１３日大法廷判決・刑集１１巻３号９９７頁
刑集 実際の判決書
欠けて 缺けて
個個の人 個々の人

個人的にも変化を生ずる 個人的にも社会的にも変化を生ずる

反するかどはないはずである。 反すかどはないはずである。

刑訴四○○条但当 刑訴四○○条但書
第一審判決の事家認定 第一審判決の事実認定
訴訟記録及び第一審記録及び第
一審裁判所で

訴訟記録及び第一審裁判所で

裁判上重大関心事 裁判上の重大関心事

人智 人知
口頭弁論主義の必要が 口頭弁論主義の必要性が

すべての人の意思 すべて人の意思
妨げるものではない 妨げるものでない

直接口頭審理主義もここにある
直接口頭審理主義の意義もここにあ
る

※頁数等については現在準備中です。



【速報版：令和３年１０月１８日現在】

４　最高裁昭和３４年１２月１６日大法廷判決・刑集１３巻１３号３２２５頁
刑集 実際の判決書
そしてそれが そしてかりにそれが
誘発しないための 誘発しないようにするための
超えるものではない 超えるものでない
効力を生じた時に 効力を生じたと認められた時に
審査 審理
その理由は同じ その理は同じ
趣旨 趣意
指揮管理権 指揮権管理権
国法としての効力 国内法としての効力
原則とする。）この 原則とする）。この
立法政策の問題である。）第二
に，

立法政策の問題である）。第二に，

ありうる。また， ありうる，また，
充分に及ばない 充分には及ばない
立法例を見る。）のと 立法例を見る）のと
合目的考慮 合目的的考慮
平和主義，国際協調主義その他 平和主義国際協調主義その他
違法あると認むべき 違法があると認むべき
（五条（ｃ））。 （五条（ｃ）），
（前文三，四項）。 （前文三，四項），
日米交換公文）。すなわち， 日米交換公文）すなわち，
かかる かゝる
ものの名 ものゝ名
許さるる 許さるゝ
ならざるを得ない なさざるを得ない
維持しない 維持し得ない
こととなる。 ことゝなる。
しつつ しつゝ
承認するものの 承認するものゝ
解消せらるる 解消せらるゝ
安全保障条約に基く 安全保障条約三条に基く
ある。第一の ある。その第一
七六条三項及び 七六条三項，及び
法例一条及び 法例一条，及び
なかろう。）されば なかろう）。されば
明らかではないが 明らかでないが
有効なものであつて 有効なのであって
九八条一項の「条約」 九八条一項に「条約」
判断を示さない。） 判断を示さない）。
斉藤悠輔 齋藤悠輔

※頁数等については現在準備中です。



【速報版：令和３年１０月１８日現在】

５　最高裁昭和３６年７月１９日大法廷判決・刑集１５巻７号１１０６頁
刑集 実際の判決書

死刑にならない重罪を犯しても 死刑にならないなら重罪を犯しても

法律と同一効力 法律と同一の効力
弁護人野木俊 弁護人野本俊
第二小法廷 第二～小法廷

※頁数等については現在準備中です。



【速報版：令和３年１０月１８日現在】

６　最高裁昭和３７年１１月２８日大法廷判決・刑集１６巻１１号１５９３頁
刑集 実際の判決書
二九条に違反するものである
が，

二九条に違反するものであるという
のであるが，

（第三者から所有物 （第三者からの所有物

※頁数等については現在準備中です。



【速報版：令和３年１０月１８日現在】

７　最高裁昭和３８年５月２２日大法廷判決・刑集１７巻４号３７０頁
刑集 実際の判決書
（記載なし） 検察官

※頁数等については現在準備中です。



【速報版：令和３年１０月１８日現在】

８　最高裁昭和４８年４月４日大法廷判決・刑集２７巻３号２６５頁
刑集 実際の判決書
明らなところ 明らかなところ
個人の尊厳のもとに 個人の尊厳の自覚のもとに
狙いなのである。したがつて裁
判所

狽いなのである。したがつて，裁
判所

加えられたが刑法 加えられたが，刑法
強化しようと法律 強化しようとする法律
遥かに 遙かに
社会生活の基本的道義 社会生活上の基本的道義
のみらず のみならず
改正した　ので 改正したもので

※頁数等については現在準備中です。



【速報版：令和３年１０月１８日現在】

１０　最高裁昭和５１年４月１４日大法廷判決・民集３０巻３号２２３頁
民集 実際の判決書
したがって選挙区に したがつて選挙区に
本件選挙を無効とすべきでない 本件選挙を無効とすべきではない

※頁数等については現在準備中です。



【速報版：令和３年１０月１８日現在】

１１　最高裁昭和５１年５月２１日大法廷判決・刑集３０巻５号６１５頁
刑集 実際の判決書
解釈という 解釈態度という
認められない限り 認められる限り
調査目的のためと認める 調査目的のために必要と認める

※頁数等については現在準備中です。



【速報版：令和３年１０月１８日現在】

１２　最高裁昭和６０年７月１７日大法廷判決・民集３９巻５号１１００頁
民集 実際の判決書
応待 応対

※頁数等については現在準備中です。



【速報版：令和３年１０月１８日現在】

１４　最高裁平成９年４月２日大法廷判決・民集５１巻４号１６７３頁
民集 実際の判決書
…… …

※頁数等については現在準備中です。


